
一
九

は
じ
め
に

　

書
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
魏
・
李
登
撰
『
聲
類
』
十
卷
、
ま
た
こ
れ
に
體
例
を
倣

っ
た
と
さ
れ
る
晉
・
呂
靜
撰
『

集
』
五
卷
は
、
隋
・
陸
法
言
撰
『
切

』
五
卷

（
六
〇
一
）
以
降
の

書
と
は

な
り
、
宮
商
角
徵
羽
の
五
♫
を
基
準
と
し
て
漢
字

を
分
類
し
て
い
た
と
い
う
。
本
稿
の
目
的
は
こ
の
李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
の

內
容
を
朙
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

李
登
ら
の
用
い
た
五
♫
は
、中
國
語
學
史
上
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
一
般
に
、

四
聲
は
南
朝
齊
の
永
朙
年
閒
（
四
八
三—

四
九
三
）
に
周
顒
・
沈
約
ら
に
よ
っ
て
梵

唄
の
影
响
の
も
と
に
發
見
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る

書
は
全
て
四

聲
を
用
い
て
漢
字
を
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
李
登
・
呂
靜
の

書
は
、
こ
の
四

聲
の
發
見
以
歬
に
五
♫
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
李
登
・
呂
靜

の
用
い
た
五
♫
が
四
聲
と
同
じ
く
聲
調
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
梵
唄
と

い
う
外
的
な
影
响
に
よ
ら
ず
、
既
に
魏
晉
時
代
に
聲
調
と
い
う
槪
念
が
獨
自
に
か

つ
體
系
的
に
認

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
こ
の
「
漢
字
分
類
基
準
と
し
て
の
五
♫
」
は
古
來
多
く
の
學
者
の
關

心
を
引
き
、
夥
し
い
硏
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
從
來
用
い
ら
れ
て
き
た
五

♫
に
關
す
る
㊮
料
は
い
ず
れ
も
閒

的
な
記
述
で
あ
り
、
實
際
に
漢
字
を
五
♫
に

分
類
す
る
㊮
料
を
闕
く
た
め
、
五
♫
の
表
す
內
容
に
つ
い
て
は

分
に
朙
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

そ
こ
で
こ
の
問
題
の
た
め
に
、
從
來
五
♫
に
關
す
る
㊮
料
と
し
て
は
扱
わ
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
、
宋
・
王
洙
『
地
理
新
書
』
卷
一
「
五
姓
所
屬
」、
敦
煌
出
土

殘
卷P.2615

「［
黃
］
帝
推
五
姓
陰
陽
等
宅
經
圖
」（
以
下
「
宅
經
圖
」
と
略
記
す
る
）

を
用
い
て
檢
討
を
試
み
る
。
兩
書
は
と
も
に
五
行
占
術
の
一
種
で
あ
る
五
姓
法
を

用
い
た
風
水
書
で
あ
り
、
書
中
で
は
數
百
に
及
ぶ
姓
氏
が
五
♫
を
媒
介
と
し
て
五

行
に
配
當
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
兩
書
中
で
行
わ
れ
た
姓
氏
の
五
♫
分

類
に
つ
い
て
♫

學
の

點
か
ら
分
析
し
、
唐
宋
時
代
の
五
姓
法
に
お
け
る
姓
氏

の
分
類
基
準
を
朙
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
五
姓
法
の
五
♫
と
、
李
登
ら
の
用

い
た
五
♫
と
が
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
か
檢
討
す
る
。

一　

五
姓
法
に
お
け
る
五
音
配
當
基
準

　
　

一
．
一　

五
姓
法
と
は

　

五
姓
法
と
は
、
五
♫
を
媒
介
と
し
て
姓
氏
を
五
行
に
配
當
し
、
姓
氏
ご
と
の
作

李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

�

田
中
郁
也

李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て
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二
〇

事
の
吉
凶
を
占
う
と
い
う
五
行
占
術
の
一
種
で
あ
る
。
漢
・
王

撰
『
論
衡
』「
詰

術
篇
」
に
姓
名

斷
の
術
士
が
五
♫
を
用
い
て
姓
氏
を
分
類
し
た
と
の
記
述
が
あ

り（
1
（

、
ま
た
『
漢
書
』「
王

傳
」
に
「
君
姓
は
李
、
李
の
♫
は
徵
、
徵
は
火
な
り
。

當
に
漢
の
輔
た
る
べ
し（

2
（

」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
歬
漢
末
に
は
既
に
行

わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
五
姓
法
が
唐
代
ま
で

行
し
た
こ
と
は
諸
書

の
記
述
か
ら
朙
ら
か
で
あ
り
、
漢
代
か
ら
朙
代
に
至
る
ま
で
の
多
く
の
㊮
料
中
に

そ
の
痕
跡
が
殘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
し
か
し
南
宋
・
晁
公
武
撰『
郡
齋
讀
書
志
』の「『
五

♫
地
理
新
書
』
三
十
卷
。
右
、
唐
僧
一
行
の
撰
。
人
姓
の
五
♫
を
以
て
、
八
山
、

三
十
八
將
、
吉
凶
の
方
を
驗
す
。
其
の
學
は
今
の
世
に
行
は
れ
ず（

（
（

」
と
い
う
記
述

か
ら
、南
宋
朞
頃
に
は
五
姓
法
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

實
際
に
元
代
以
降
の
五
姓
法
㊮
料
は
お
お
よ
そ
歬
代
の
㊮
料
を
踏

し
た
だ
け
の

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
南
宋
以
歬
に
著
さ
れ
た
風
水
書
、『
地

理
新
書
』「
五
姓
所
屬
」
と
「
宅
經
圖
」
と
を
分
析
對
象
と
す
る
。

　
五
姓
法
の
硏
究
史
に
つ
い
て
少
し
觸
れ
て
お
く
と
、
五
姓
法
は
主
に
相
宅
や
相
墓
に

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
從
來
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
と
い
う
點
に
つ

い
て
硏
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
五
姓
法
に
お
け
る
姓
氏
の
五
♫
へ
の
配
當
基
準

に
つ
い
て
扱
っ
た
硏
究
は
少
な
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
こ
の
基
準
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
の
は
小
川
環
樹
な
ど
五
氏
を
數
え
る
が（

5
（

、
そ
の
う
ち
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
す
る

の
は
黃
耀

と
鄭
張
尙
芳
で
あ
る
。
黃
は
『
玉
篇
』
附
載
「
四
聲
五
♫
九
弄
反
紐
圖
」

中
に
見
ら
れ
る
五
♫
が
主
母
♫
に
よ
る
分
類
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
漢
代
の
聲
訓
例
を

も
と
と
し
て
、
漢
代
の
「
五
行
之
家
」
が
用
い
た
五
姓
法
の
基
準
は
宮
商
角
徵
羽
の
五

種
の

で
あ
る
と
斷
じ
て
い
る
。
鄭
張
は
五
姓
法
に
お
け
る
配
當
基
準
は
時
代
に
よ
り

な
り
、

一
が
取
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
、『
舊
唐
書
』「
呂
才
傳
」、「
宅
經
圖
」
に
擧

げ
ら
れ
た
一

の
姓
氏
の
五
♫
へ
の
配
當
が
、
氏
の
推
定
す
る
五
♫
分
類
と
合
致
す
る

例
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
鄭
張
說
に
つ
い
て
は
第
四

に
て
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

一
．
二　

諸

獻
中
の
記
載

　
『
地
理
新
書
』「
五
姓
所
屬
」、「
宅
經
圖
」
の
分
析
に
先
立
ち
、
五
姓
法
の
姓
氏

配
當
基
準
に
關
す
る
主
な
記
述
を
擧
げ
て
お
く
。

Ａ
漢
・
王

『
論
衡
』「
詰
術
篇
」

　
　
「
五
♫
の
家
、
口
を
用
ひ
て
姓
名
及
び
字
を
調
へ
、
姓
を
用
ひ
て
其
の
名
を

定
め
、
名
を
用
ひ
て
其
の
字
を
正
す
。
口
に
張
歙
㊒
り
、
聲
に
外
內
㊒
り
、

以
て
五
♫
宮
商
の
實
を
定
む（

6
（

。」

Ｂ
宋
・
沈
括
『
夢
溪
筆
談
』「
藝
文
二
」

　
　
「
五
♫
に
分
か
つ
所
に
至
り
て
は
、
法
亦
た
一
な
ら
ず
。（
中
略
）
…
五
行
家

は
則
ち

類
と
淸
濁
を
以
て
參
配
す
。
今
の
五
姓
是
れ
な
り（

（
（

。」

ＣP.（6（（

「
葬
經
」

　
　
「
右
歬
の
五
姓
は
、
皆
な
五
♫

に
依
る（

（
（

。」

Ｄ
宋
・
高
承
『
事
物
紀
源
』
に
引
く
唐
・
蘇
鶚
『
蘇
氏
演
義
』

　
　
「
五
♫
の
五
姓
に
配
す
る
は
、
郭
璞
は
舌
に
收
め
る
♫
を
以
て
宮
姓
と
爲
し
、

齶
上
に
至
る
♫
を
以
て
徵
姓
と
爲
し
、
唇
♫
を
以
て
羽
姓
と
爲
し
、
舌
の
齒

外
に
著
く
を
以
て
商
姓
と
爲
し
、
胸
中
の
♫
を
以
て
角
姓
と
爲
す（

（
（

。」

Ｅ
宋
・
王
洙
『
地
理
新
書
』「
五
姓
所
屬
」

　
　
「
五
姓
所
屬
」
で
は
四
種
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

①
「
其
の
五
運
を
繼
ぐ
を
以
て
相
配
す
。」

②
「
平
聲
の
中
、
合
口
呼
な
る
者
を
宮
と
爲
し
、
開
口
呼
な
る
者
を
商
と
爲
す
。

上
聲
は
徵
に
屬
し
、
去
聲
は
羽
に
屬
す
。
入
聲
は
角
と
爲
す
。」

③
「
口
勢
の
隆
穹
な
る
者
は
宮
♫
と
爲
し
、口
の
良
昌
な
る
者
は
商
♫
と
爲
し
、

口
の
撲
捉
な
る
者
は
角
♫
と
爲
し
、
舌
の
齒
に
抵
る
者
は
徵
♫
と
爲
し
、
口

の
僂

な
る
者
は
羽
♫
と
爲
す
。」

④
「
夫
れ
五
♫
の
舌
を
發
す
る
や
、
舌
の
中
に
居
る
者
を
宮
と
爲
す
。
土
は
中
に



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

二
一

在
る
が
爲
な
り
。
♫
發
し
て
下
に
徵
（
あ
ら
）
は
る
者
を
商
と
爲
す
。
金
は
性

陰
沉
す
れ
ば
な
り
。
♫
發
し
て
曲
起
こ
る
者
を
角
と
爲
す
。
木
は
性
曲
直
す
れ

ば
な
り
。
♫
發
し
て
舌
の
上
な
る
者
を
徵
と
爲
す
。
火
は
性
炎
上
す
れ
ば
な
り
。

♫
發
し
て
舌
下
に
し
て
勾
る
者
を
羽
と
爲
す
。
水
は
性
潤
下
す
れ
ば
な
り（
（（
（

。」

　

こ
れ
ら
諸
文
獻
中
の
記
述
に
關
し
て
は
次
の

に
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
で
は
漢
代

の
「
五
♫
之
家
」
が
口
の
開
口
度
を
基
準
と
し
て
姓
氏
を
五
♫
に
分
類
し
て
い
た

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
Ｂ
で
は
、
宋
代
に
お
い
て
は
「

類
と
淸
濁
」
が
基

準
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
淸
濁
」
の
表
す
內
容
に
つ

い
て
は
定
か
で
は
な
い
が（
（（
（

、
五
行
家
が

類
と
「
淸
濁
」
と
い
う
な
ん
ら
か
の
♫

的
な
差

を
基
準
に
姓
氏
を
五
♫
に
分
類
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
Ｃ
の

「
葬
經
」
は
、歬
半

分
を
闕
く
殘
卷
で
羽
姓
の
姓
氏
リ
ス
ト
以
降
が
現
存
し
、「
右

歬
の
五
姓
は
、
皆
な
五
♫

に
依
る
」
と
記
す
。「
五
♫

」
と
は
各
五
♫
の
名

稱
が
所
屬
す
る

を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｄ
の
『
蘇
氏
演
義
』
で
は
、
郭
璞
の

說
を
引
い
て
五
姓
配
當
に
つ
い
て
述
べ
る
。「
舌
に
收
ま
る
♫
」、「
齶
上
に
至
る
♫
」

と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
、

尾
が
配
當
基
準
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
か
と

考
え
ら
れ
る
。

ち
、宮
姓
の
「
舌
に
收
ま
る
♫
」
は
舌
根
♫

尾
、角
姓
の
「
胸

中
の
♫
」
と
は
喉
の
緊
張
を
伴
う
何
ら
か
の

尾
、
徵
姓
の
「
顎
上
に
至
る
♫
」

は/-n/

尾
、
羽
姓
の
「
唇
♫
」
は
唇
♫
性

尾
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
推

測
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
記
述
か
ら
は
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
Ｅ
の
『
地

理
新
書
』「
五
姓
所
屬
」
の
記
す
四
種
の
配
當
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

な
內

容
で
あ
る
。
①
は
姓
氏
の
祖
に
遡
り
五
帝
と
五
運
を
基
準
と
す
る
方
法
、
②
は
聲

調
を
基
準
と
す
る
方
法
、
③
は
主
母
♫
の
開
口
度
を
基
準
と
す
る
方
法
、
④
は
♫

節
內
の
舌
の
動
き
を
基
準
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

　

以
上
、
文
獻
中
の
記
載
か
ら
は
五
姓
法
が
字
♫
に
よ
っ
て
姓
氏
を
分
類
し
て
い

た
こ
と
が
分
か
る
が
、
具
體
的
に
♫
節
の
い
ず
れ
の
要
素
を
基
準
と
し
て
分
類
し

て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
朙
の
ま
ま
で
あ
る
。

二　
『
地
理
新
書
』
の
五
音
配
當
基
準

　

五
姓
法
で
は
♫
節
の
い
ず
れ
の
要
素
を
基
準
と
し
て
姓
氏
を
分
類
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
北
宋
・
王
洙
『
地
理
新
書（
（（
（

』
卷
一
「
五
姓
所
屬
」
を
分
析
し
、
檢
討

を
加
え
る
。

　

卷
一
の
「
五
姓
所
屬
」
は
大
き
く
二
つ
の
內
容
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
姓
氏

を
五
♫
ご
と
に
列
擧
し
た
姓
氏
リ
ス
ト
と
、
五
姓
法
に
お
け
る
配
當
方
法
を
述
べ

た

分
か
ら
な
る
。
本

で
檢
討
對
象
と
す
る
の
は
、
姓
氏
リ
ス
ト
の
う
ち
の
單

姓
の

分
で
あ
る
。
こ
の
姓
氏
リ
ス
ト
で
は
姓
氏
が
お
お
よ
そ
『
廣

』
の

目

順
に
竝
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、『
切

』
に
代
表
さ
れ
る
中
古
♫
を
用
い
て

姓
氏
リ
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

二
．
一　
「
五
姓
所
屬
」
の
分
析　

　

姓
氏
を
聲
調
・
聲
母
に
よ
っ
て
分
類
し
、
五
♫
ご
と
の
配
當
數
を
數
え
る
と
次

の
表
一
・
二
の
如
く
に
な
る（
（（
（

。

表
一　

聲
調
別
五
♫
數

平

上

去

入

計

宮

（5

2（

2（

2（

1（2

商

11（

（0

2（

（1

201

角

56

11

1（

（0

121

徵

（（

（0

（（

（（

201

羽

（1

（（

22

（

1（（

計

（（（

1（2

1（6

1（2

（（（

表
二　

調
♫

位
別
五
♫
數

唇

舌

牙

齒

喉
半
舌
半
齒
計

宮

2（

1（

5（

2（

（（

1（

2

1（2

商

2（

15

（5

60

（（

16

（

201

角

21

1（

（2

20

21

6

2

121

徵

1（

（（

2（

61

（5

25

1

201

羽

2（

11

（2

20

（（

12

（

1（（

計

11（

（1

1（1

1（0

1（6

（6

16

（（（
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二
二

　

表
二
か
ら
、
商
姓
・
徵
姓
に
齒
♫
が
比
較
的
に
多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
が
、

目
立
っ
た
分
布
の
偏
り
は
見
ら
れ
ず
、
姓
氏
の
五
♫
配
當
と
聲
調
・
聲
母
の
兩
要

素
は
無
關
係
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
切

』
の

目
ご
と
に
姓
氏
を

分
類
し
て
五
♫
ご
と
の
配
當
數
を
數
え
る
と
、
次
の
表
三
の
如
く
に
な
る
。

　
「
姓
氏
所
屬
」
に
は
字
♫
以
外
の
要
素
で
五
♫
に
配
當
さ
れ
て
い
る
姓
氏
も
存

在
す
る
た
め（
（（
（

、
表
三
に
現
れ
た
細
か
い
數
値
の
差
に
♫

的
差

を
對
應
さ
せ
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
表
三
か
ら
、
お
お
よ
そ
通
攝
の
姓
氏
は
宮
姓

に
〈
宮
姓
（（
例
／
通
攝
（0
例
〉、
宕
攝
の
姓
氏
は
商
姓
に
〈
5（
／
（2
〉、
江
攝
の
姓

氏
は
角
姓
に
〈
1（
／
（（
〉、
止
攝
の
姓
氏
は
徵
姓
に
〈
50
／
65
〉
遇
攝
の
字
は
羽

姓
に
〈
（5
／
10（
〉
配
當
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、「
宮
商
角
徵
羽
」

の
五
字
が
『

』
で
所
屬
す
る

攝
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
宮
」
通
攝
平
聲
東
　
「
商
」
宕
攝
平
聲
陽
　
「
角
」
江
攝
入
聲
覺

「
徵
」
止
攝
上
聲
止
　
「
羽
」
遇
攝
去
聲
遇

　

宮
商
角
徵
羽
の
五
字
そ
れ
ぞ
れ
が
所
屬
す
る

攝
（
通
宕
江
止
遇
攝
）
の
姓
氏

の
多
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
姓
・
商
姓
・
角
姓
・
徵
姓
・
羽
姓
に
配
當
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
五
♫
の
各
名
稱
の
字

、

ち
「
五
♫
の

」（
以
下
、
本
稿
で
は
五
♫
の

各
名
稱
の

を
「
五
♫
の

」
と
呼
ぶ
）
を
基
準
と
し
て
、
姓
氏
が
五
♫
に
配
當
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　

二
．
二　

五
音
へ
の
配
當
基
準

　

で
は
、「
五
♫
の

」
以
外
の

に
屬
す
る
姓
氏
は
ど
の
よ
う
に
五
♫
に
配
當

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
姓
氏
の
五
♫
へ
の
配
當
基
準
に
つ
い
て
よ
り
詳

し
く
分
析
す
る
た
め
に
、
一

中
で
半
數
以
上
の
姓
氏
が
一
つ
の
五
♫
に
配
當
さ

れ
る
も
の
を
表
中
で
圍
み
數
字
で
表
し
、
そ
の

に
含
ま
れ
る
姓
氏
は
原
則
と
し

て
該
當
す
る
五
姓
に
配
當
さ
れ
た
と
み
な
し
た
。
表
三
か
ら
こ
れ
ら
の

目
を
抽

出
す
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る（
（（
（

。

宮
姓　

東
〈
宮
姓
（（
例
／
東　

5（
例
〉・
魂
〈
５
／
10
〉・
尤
〈
16
／
（2
〉・

　
　
　

侯
〈
８
／
1（
〉・
侵
〈
16
／
2（
〉・
鹽
〈
６
／
11
〉

商
姓　

灰
〈
５
／
９
〉・
刪
〈
３
／
６
〉・
陽
〈
（（
／
（2
〉・
唐
〈
25
／
（0
〉・

　
　
　

庚
〈
1（
／
（2
〉・
畊
〈
３
／
５
〉　

角
姓　

江
〈
1（
／
1（
〉・
蕭
〈
４
／
８
〉・
宵
〈
1（
／
20
〉・
豪
〈
12
／
1（
〉

徵
姓　

支
〈
1（
／
25
〉・
脂
〈
11
／
1（
〉・
之
〈
1（
／
1（
〉・
微
〈
７
／
９
〉・

　
　
　

眞
〈
20
／
（1
〉・
文
〈
９
／
1（
〉・
仙
〈
1（
／
2（
〉・
靑
〈
12
／
15
〉・

　
　
　

蒸
〈
９
／
1（
〉

羽
姓　

魚
〈
（0
／
（5
〉・
虞
〈
（6
／
（（
〉・

〈
2（
／
（（
〉

表
三　
『
切

』

目
別
五
♫
數（
（（
（

攝

宮
商
角
徵
羽

通
東
㉞
−

（

（

11

冬
（

−

1

−

−

（

（

5

−

2

江
江
1

−

⓭
−

−

止
支
（

（

−

⓲
−

脂
1

−

−

⓫
1

之
1

2

1

⓮
−

微
−

1

−

7
1

遇
魚
（

−

−

1

㉚

虞
−

1

2

−

㊱

−

2

1

1

㉙

蟹
齊
（

5

−

6

−

祭
−

1

−

1

1

泰
−

1

2

1

−

佳
−

2

−

−

−

皆
−

−

2

−

−

夬
−

−

−

−

−

灰
2

5
2

−

−

咍
1

（

1

（

1

廢
−

−

−

−

−

攝

宮
商
角
徵
羽

臻
眞
（

6

−

⓴
1

臻
−

−

−

−

−

文
（

1

−
9
1

殷
2

−

−

2

1

山
元
2

（

2

（

（

臻
魂
5
2

−

2

1

痕
−

−

−

−

−

山
寒
5

（

2

11

2

刪
2

3
−

1

−

山
−

2

1

−

−

先
1

（

1

5

2

仙
2

（

−
⓮
−

效
蕭
1

−

4
−

（

宵
1

（

⓭
1

2

肴
1

1

2

−

−

豪
（

−

⓬
（

−

果
歌
（

（

2

1

−

假
蔴
2

（

6

（

1

咸
覃
2

2

2

1

−

談
（

−

（

（

−

攝

宮
商
角
徵
羽

宕
陽
1

㉞
（

2

2

唐
（

㉕
（

（

−

梗
庚
5

⓳
5

2

1

畊
−

3
1

1

−

淸
5

10

2

（

−

靑
−

2

1

⓬
−

尤
⓰
5

1

5

5

侯
8
1

2

1

1

幽
−

−

−

1

2

深
侵
⓰
5

（

（

−

咸
鹽
6
（

1

−

1

𣷹
1

−

−

−

−

曾
蒸
2

−

1

9
2

登
（

2

（

（

−

咸
咸
−

1

2

−

1

銜
1

−

−

−

−

嚴
1

−

−

−

−

凢
2

−

−

−

2

計

1（2

201

121

201

1（（

總
計

（（（



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

二
三

　

線
を
施
し
た
も
の
は
、
各
「
五
♫
の

」
が
所
屬
す
る

攝
の

目
、
則
ち

通
・
宕
・
江
・
止
・
遇
攝
に
含
ま
れ
る

目
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
五

攝

以
外
の
姓
氏
の
配
當
基
準
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
な
お
、
以
下
で
用
い
る
中
古
♫

の
♫
價
は
平
山
久
雄
［
二
〇
〇
六
：
四
］
の
中
古
♫

母
表
に
よ
る
。

　
　

二
．
二
．
一　

宮
姓

　

通
攝
を
除
く
と
、
臻
攝
魂

・

攝
尤
侯

・
深
攝
侵

・
咸
攝
鹽

が
宮
姓

に
配
當
さ
れ
る
。
咸
攝
は
各

の
所
屬
姓
氏
數
が
少
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は

言
え
な
い
が
、
お
お
よ
そ
宮
姓
に
配
當
さ
れ
る
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
（
咸
攝

〈
16
／
（（
〉）。
さ
て
、

攝
尤
侯

の

母
は
そ
れ
ぞ
れ/iʌu/

・/ʌu/

で
あ
り
、

深
攝
・
咸
攝
は
と
も
に/-m

/
尾
を
持
つ
。
ま
た
、「
宮
」
字
の
所
屬
す
る
通
攝

は
中
古
に
お
い
て
唇
化
舌
根
♫

尾
を
持
つ
と
さ
れ（
（（
（

、
そ
の
♫
價
は
東/ʌ

wŋ/

・

/iʌ
wŋ/

、
冬/ɑ

wŋ/

、
鍾/iɑ

wŋ/

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
臻
攝
の
魂

が
宮
姓
に

所
屬
す
る
理
由
は
不
朙
で
あ
る
が
、
通
・

・
深
・
咸
攝
の
共
通
點
は
唇
♫
性

尾（
（（
（

を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
共
通
點
を
も
と
に
宮
姓
に
配
當
さ
れ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
同
じ
く
唇
♫
性

尾
を
㊒
す
る
江
攝
の
姓
氏
の
大

分
が
、
宮
姓
で

は
な
く
角
姓
に
配
當
さ
れ
る
（〈
1（
／
1（
〉）
の
は
、
江
攝
は
「
角
」
字
が
所
屬
す

る

攝
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　

二
．
二
．
二　

商
姓

　

宕
攝
と
同
じ
く
、

尾/-ŋ/

、/-k/

を
持
つ
と
さ
れ
る
梗
攝
諸

で
は
、
靑

を
除
い
て
商
姓
に
配
當
さ
れ
る
割
合
が
高
い
（
庚
〈
1（
／
（2
〉・
畊
〈
３
／
５
〉・
淸

〈
10
／
2（
〉）。
こ
こ
か
ら
、
商
姓
に
は
舌
根
♫

尾/-ŋ/

（
入
聲/-k/

）
を
持
つ
諸

が
配
當
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
果
假
攝
に
商
姓
が
比
較
的
多
い
（〈
４

／
10
〉・〈
９
／
21
〉）
の
は
、
♫
節
末
の
開
口
度
が/-ŋ/

尾
と
同
じ
く
大
き
い
こ

と
に
據
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
灰

・
刪

で
商
姓
に
配
當
さ
れ
る
姓
氏
が
多
い

理
由
は
不
朙
で
あ
る
。
梗
攝
靑

、
曾
攝
蒸

の
姓
氏
が
商
姓
で
は
な
く
徵
姓
に

配
當
さ
れ
る
理
由
に
關
し
て
は
、
以
下
の
徵
姓
へ
の
配
當
基
準
の
條
を
參
照
さ
れ

た
い
。

　
　

二
．
二
．
三　

角
姓

　

江
攝
以
外
で
、
角
姓
に
配
當
さ
れ
る
の
は
效
攝
の
三

で
あ
る
。
姓
氏
數
が
５

例
に
滿
た
な
い
た
め
抽
出
し
て
い
な
い
が
、
肴

も
半
數
が
角
姓
に
配
當
さ
れ
る

（
肴
〈
２
／
４
〉）。
角
姓
へ
の
配
當
基
準
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
二
氏
の
檢
討
を
參

考
に
し
た
い
。
ま
ず
唐
蘭
［
一
九
六
一
］
は
、五
♫
が

を
指
し
て
い
た
と
し
、

蕭
宵

が
角
に
對
應
す
る
と
す
る
が
、
そ
の
根
據
は
朙
ら
か
で
は
な
い
。
次
に
黃

耀

［
一
九
八
二
］
は
、『
玉
篇
』
附
載
「
四
聲
五
♫
九
弄
反
紐
圖
」
の
「
角
舌
縮

却
」
と
い
う
記
述
を
解
釋
し
て
、
發
♫
の
際
に
歬
舌
廣
母
♫
の
［a

］
か
ら
奧
舌

狹
母
♫
の
［u

］
に
向
か
っ
て
舌
が
縮
ま
る
こ
と
を
、「
四
聲
五
♫
九
弄
反
紐
圖
」

で
「
角
舌
縮
却
」
と
表
し
た
の
だ
と
す
る
。
以
上
二
氏
の
檢
討
に
從
い
、
本
稿
で

は
、
效
攝
諸

は
「
主
母
♫
＋/u/

」
と
い
う

母
を
持
ち
、

母
內
で
舌
が
後

ろ
に
縮
ま
る
と
い
う
點
で
角
姓
に
類
似
す
る
た
め
、
角
姓
に
配
當
さ
れ
た
の
だ
と

し
て
お
く
。

攝
の
三

も
效
攝
と
同
じ
要
素
を
持
つ
が
、
唇
♫
性

尾
を
持
つ

と
い
う
點
が
優
先
さ
れ
、
宮
姓
に
配
當
さ
れ
て
い
る
。

　
　

二
．
二
．
四　

徵
姓

　

止
攝
諸

を
除
く
と
、
徵
姓
に
配
當
さ
れ
る
の
は
臻
攝
眞
文

・
山
攝
仙

・

梗
攝
靑

・
曾
攝
蒸

で
あ
る
。「
徵
」
字
の
所
屬
す
る
止
攝
の
特
徵
は
、

母

の
舌
位
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
中
古
♫
の
主
母
♫
を
平
山
久
雄
［
二
〇
〇
六
］
に

從
い
五
種
類
あ
っ
た
と
す
る
と
、
最
も
歬
舌
で
狹
い
主
母
♫
に
あ
た
る
も
の
は

/e/

で
あ
る
。
主
母
♫/e/

を
持
つ

は
支
・
脂
・
眞
・
先
・
蕭
・
靑
・
幽
・
侵
・
𣷹
・

蒸

（
一

）
と
こ
れ
に
相
配
す
る
上
去
入
各

で
あ
る
。
上
記
の
諸

の
う
ち

止
攝
所
屬

と
宮
姓
に
所
屬
す
る
深
・
咸
攝
を
除
く
と
、
先
・
眞
・
靑
・
蒸

が

徵
姓
に
配
當
さ
れ
る
。
主
母
♫
が/e/

で
な
い
仙

（/ian/

）、
文

（/yʌ n/

）
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二
四

の
姓
氏
は
、

尾
が
舌
位
の
高
い/-n/

で
あ
り
、
さ
ら
に
硬
口
蓋
介
♫
を
持
ち

♫
節
全
體
の
舌
位
が
高
く
感
じ
ら
れ
た
た
め
、
徵
姓
に
配
當
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
徵
姓
へ
は
♫
節
の
舌
位
の
高
さ
を
基
準
と
し
て
配

當
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
古
♫
で/-ŋ/

尾
を
持
つ
と
さ
れ
、
♫
節
末
の
開
口
度
が
大
き
い
梗
攝
靑

の
姓
氏
が
徵
姓
に
配
當
さ
れ
る
割
合
が
高
い
（〈
12
／
15
〉）
理
由
に
つ
い
て
は
、

/-ŋ/

尾
の
硬
口
蓋
化
を
想
定
し
た
い（
（（
（

。
靑

は
梗
攝
中
で
主
母
♫
の
舌
位
が
最

も
高
く
、
尾
の/-ŋ/
≲/*-

/

（
入
聲/-k/

≲/*-c/

）
と
い
う
變
化
に
よ
っ
て
、

♫
節
全
體
と
し
て
、
舌
位
が
よ
り
高
く
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る（
（（
（

。
ま
た
、曾
攝
蒸

の
姓
氏
の
多
く
が
徵
姓
に
配
當
さ
れ
る
（〈
９
／
1（
〉）
の
は
、

靑

の
場
合
と
同
じ
く
硬
口
蓋
化
し
た

尾
に
よ
る
も
の
か
、
或
い
は
「
徵
」
字

に
蒸

の

♫
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
開
口
度
が
廣
く
奧
舌

の
主
母
♫
を
持
つ
之

（/iʌ
/

）・
微

（/iʌ/

）
の
姓
氏
が
徵
姓
に
配
當
さ
れ

る
の
は
、
江
攝
の
姓
氏
が
宮
姓
で
は
な
く
角
姓
に
配
當
さ
れ
る
の
と
同
じ
く
、
兩

が
「
五
♫
の

」
と
同
じ
止
攝
に
所
屬
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
　

二
．
二
．
五　

羽
姓

　

羽
姓
に
配
當
さ
れ
る
の
は
、
遇
攝
諸

の
姓
氏
の
み
で
あ
る
。

　

以
上
行
っ
た
檢
討
結
果
を
總
合
す
る
と
次
の
如
く
に
な
る
。
ま
ず
、
各
「
五
♫

の

」と
同
じ

攝
の
姓
氏
は
各
五
♫
に
配
當
さ
れ
る
。
通
攝
の
姓
氏
は
宮
姓
に
、

宕
攝
の
姓
氏
は
商
姓
に
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
次
に
、「
五
♫
の

」
と
主
母

♫
或
い
は

尾
が
近
似
す
る
（
以
下
「
近
似

」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）
の
姓
氏
が
、

そ
れ
ぞ
れ
♫
が
近
似
す
る
五
♫
に
配
當
さ
れ
る
。
具
體
的
に
は
、
唇
♫
性

尾
を

持
つ
と
い
う
點
で
通
攝
に
近
い

・
深
・
咸
攝
の
姓
氏
は
宮
姓
に
配
當
さ
れ
、
舌

根
♫

尾/-ŋ/

を
持
ち
、
♫
節
末
の
開
口
度
が
大
き
い
と
い
う
點
で
宕
攝
に
近

い
梗
攝
庚
・
畊
・
淸

の
姓
氏
は
商
姓
に
配
當
さ
れ
る
。「
主
母
♫
＋/u/

」
と

い
う

母
を
持
ち
、
發
♫
の
際
に
舌
が/u/

に
向
か
っ
て
縮
ま
る
と
い
う
點
で
江

攝
と
近
似
す
る
效
攝
諸

の
姓
氏
は
、
角
姓
に
配
當
さ
れ
る
。
♫
節
全
體
の
舌
位

の
高
さ
で
止
攝
と
近
似
す
る
臻
攝
眞

・
梗
攝
靑

・
曾
攝
蒸

は
徵
姓
に
配
當

さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
姓
氏
の
五
♫
配
當
は
「
五
♫
の

」
と
「
近
似

」
と
を
基
準

と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（
（（
（

。

三　
「
宅
經
圖
」
の
五
姓
配
當
基
準

　

敦
煌
出
土
の
主
な
五
姓
法
㊮
料
と
し
て
は
四
種
が
數
え
ら
れ
、
そ
の
成
書
年
代

は
と
も
に
唐
代
中
朞
か
ら
末
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。
こ
の
う
ち
五
姓
全
て
の
姓

氏
が
殘
る
の
は
「
宅
經
圖
」
の
み
で
あ
り
、
ま
た
「
宅
經
」（P.26（2V

0

）
の
五

♫
配
當
は「
宅
經
圖
」と
お
お
よ
そ
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、本
稿
で
は「
宅
經
圖
」

の
分
析
結
果
の
み
を
揭
げ
る
こ
と
と
す
る
。「
宅
經
圖
」
の
姓
氏
を
聲
調
・
聲
母
・

類
ご
と
に
分
類
し
、
各
五
♫
に
配
當
さ
れ
た
姓
氏
の
數
を
數
え
る
と
、
以
下
の

如
く
に
な
る
。

表
四　

聲
調
別
五
♫
數

平

上

去

入

計

宮

（5

11

（

（

6（

商

（（

1（

10

（

（6

角

（（

11

12

1（

（0

徵

（5

1（

（

1（

6（

羽

1（

11

（

（

（（

計

160

65

（2

（（

（15

表
五　

調
♫

位
別
五
♫
數

唇

舌

牙

齒

喉
半
舌
半
齒
計

宮

12

（

16

11

（

（

1

6（

商

（

15

10

22

16

6

−

（6

角

（

（

20

2（

（

（

−

（0

徵

6

11

12

2（

（

（

1

6（

羽

1（

1

5

（

10

2

2

（（

計

（6

（（

6（

（（

50

25

（

（15



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

二
五

　

表
四
・
表
五
か
ら
、『
地
理
新
書
』
と
同
じ
く
、
聲
調
・
聲
母
の
兩
要
素
は
五

♫
分
類
と
は
無
關
係
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
表
六
に
つ
い
て
、「
五
♫
の

」

の

攝
、
す
な
わ
ち
通
・
宕
・
江
・
止
・
遇
攝
を
見
れ
ば
、
お
お
よ
そ
通
攝
は
宮

姓
に
（〈
1（
／
（6
〉）、
宕
攝
は
商
姓
に
（〈
2（
／
（（
〉）、
江
攝
は
角
姓
に
（〈
３
／
３
〉）、

止
攝
は
徵
姓
に
（〈
1（
／
26
〉）、
遇
攝
は
羽
姓
に
（〈
16
／
（（
〉）
配
當
さ
れ
て
お
り
、

「
宅
經
圖
」
で
も
「
五
♫
の

」
が
姓
氏
配
當
の
基
準
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
但
し
『
地
理
新
書
』
と
は

な
り
、
通
攝
鍾

の
姓
氏
は
主
に
角

姓
に
配
當
さ
れ
（〈
６
／
９
〉）、
ま
た
遇
攝

で
は
商
姓
に
配
當
さ
れ
る
姓
氏
が

多
い
（〈
６
／
16
〉）。
鍾

の
角
姓
６
例
に
つ
い
て
は
、
う
ち
４
例
が
「
角
」
字
と

尾
を
同
じ
く
す
る
入
聲
燭

の
も
の
で（
（（
（

、

尾
の
一
致
と
主
母
♫
の
近
似
を
も

と
に
角
姓
に
配
當
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
遇
攝

の
姓
氏
に
商

姓
が
多
い
理
由
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
朙
と
せ
ざ
る
を
得
な
い（
（（
（

。

　

一
方
「
近
似

」
に
つ
い
て
は
、
眞

の
姓
氏
が
徵
姓
に
（〈
10
／
15
〉）、
效
攝

の
姓
氏
が
角
姓
に
（〈
10
／
21
〉）、
深
・
咸
攝
の
姓
氏
が
宮
姓
に
（〈
３
／
４
〉・〈
1（

／
1（
〉）、
果
・
假
攝
の
姓
氏
が
商
姓
に
（〈
３
／
６
〉・〈
４
／
10
〉）、
梗
攝
靑

・
曾

攝
の
姓
氏
が
徵
姓
に
（〈
３
／
５
〉・〈
５
／
６
〉）
配
當
さ
れ
て
お
り
、『
地
理
新
書
』

の
配
當
狀
況
と
一
致
す
る
。

　

以
上
か
ら
、「
宅
經
圖
」
に
お
い
て
も
『
地
理
新
書
』
と
同
じ
く
「
五
♫
の

」

と
「
近
似

」
と
を
基
準
と
し
て
姓
氏
が
五
♫
に
配
當
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。

四　

漢
字

類
基
準
と
し
て
の
五
音

　

歬

に
て
、
五
姓
法
で
は
「
五
♫
の

」
と
「
近
似

」
と
を
姓
氏
の
五
♫
へ

の
配
當
基
準
と
し
て
い
た
こ
と
を
朙
ら
か
に
し
た
。
で
は
、
五
姓
法
の
配
當
基
準

と
李
登
の
用
い
た
五
♫
と
は
い
か
な
る
關
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
兩
者
の
關
係

を
檢
討
す
る
歬
に
、
魏
晉
時
代
に
行
わ
れ
た
漢
字
分
類
基
準
と
し
て
の
五
♫
に
つ

い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　

四
．
一　

李
登
・
呂
靜
の

書
に
關
す
る
記
述

　

そ
も
そ
も
五
♫
と
は
相
對
♫
階
を
表
す
術
語
で
あ
る
が
、
悉
曇
學
が
隆
盛
し
た

唐
末
以
降
で
は
、
主
に
聲
母
の
五
つ
の
調
♫

位
で
あ
る
唇
齒
舌
牙
喉
♫
を
指
す

術
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
、
魏
晉
時
代
に
李
登
・
呂
靜
が

用
い
た
五
♫
と
は
ど
の
よ
う
な
槪
念
で
あ
っ
た
の
か
。
李
登
ら
が
編
纂
し
た

書

に
關
し
て
は
、
次
の
四
種
の
記
述
が
あ
る
。

表
六　
『
切

』

目
別
五
♫
數

攝

宮
商
角
徵
羽

通
東
10

1

（

（

1

冬
（

−

2

−

−

1

−

6

2

−

江
江
−

−

（

−

−

止
支
−

−

1

6

1

脂
2

−

1

（

−

之
−

1

−

（

−

微
1

1

1

1

−

遇
魚
−

2

−

2

（

虞
1

−

2

−

（

−

6

（

−

6

蟹
齊
−

−

2

（

−

祭
−

−

1

−

1

泰
−

2

−

−

−

佳
−

−

−

（

−

皆
−

−

−

−

−

夬
−

−

−

−

−

灰
1

2

1

−

−

咍
1

−

−

1

−

廢
−

−

−

−

−

攝

宮
商
角
徵
羽

臻
眞
1

−

（

10

−

臻
−

−

−

−

−

文
−

1

−

1

−

殷
−

−

−

−

−

山
元
−

−

1

2

−

臻
魂
2

−

1

−

1

痕
−

−

−

−

−

山
寒
（

（

（

1

1

刪
−

1

−

1

−

山
−

1

−

−

−

先
−

−

−

2

1

仙
1

2

−

2

1

效
蕭
−

−

2

−

−

宵
2

2

（

1

1

肴
1

−

1

−

1

豪
1

−

（

2

−

果
歌
2

（

1

−

−

假
蔴
1

（

2

1

2

咸
覃
2

1

1

−

−

談
（

1

−

−

−

攝

宮
商
角
徵
羽

宕
陽
−

20

（

−

−

唐
−

（

1

1

（

梗
庚
1

（

2

1

（

畊
1

1

−

−

−

淸
1

（

1

1

1

靑
−

1

1

（

−

尤
（

−

（

−

2

侯
1

−

2

1

−

幽
−

−

−

−

−

深
侵
（

−

−

1

−

咸
鹽
（

1

1

−

−

𣷹
−

−

−

−

−

曾
蒸
1

−

−

2

−

登
−

−

−

（

−

咸
咸
1

−

−

1

−

銜
−

−

−

−

−

嚴
1

−

−

−

−

凢
2

−

−

−

−

計

6（

（6

（0

6（

（（

總
計

（15



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

二
六

Ａ
『
魏
書
』「
江
式
傳
」

「
忱
の
弟
靜
、
別
に
故
左
校
令
李
登
聲
類
の
法
に
放
ひ
、

集
五
卷
を
作
る
。

宮
商
角
徵
羽
、
各
々
一
篇
を
爲
す（
（（
（

。」

Ｂ
『
隋
書
』「
潘
徽
傳
」

「
末
に
李
登
聲
類
、
呂
靜

集
㊒
り
、
始
め
て
淸
濁
を

ち
、
纔
か
に
宮
羽

を
分
か
つ
。
而
る
に
全
く
引
據
無
く
、
過
傷
（
は
な
は
だ
）
淺
局
に
し
て
、

詩
賦
に
須
（
も
ち
）
ふ
る
所
、
卒
ひ
に
用
と
爲
し
難
し（
（（
（

。」

Ｃ
唐
・
封
演
『
封
氏
聞
見
記
』「
文
字
」

「
魏
の
時
李
登
な
る
者
㊒
り
、
聲
類
十
卷
を
撰
す
。
凢
そ
一
萬
一
千
五
百
二
十

字
、
五
聲
を
以
て
字
に
命
け
、
諸

を
立
て
ず（
（（
（

。」

Ｄ
『
隋
書
』「
經
籍
志
」

「
聲
類
十
卷　

魏
の
左
校
令
李
登
撰
。」、「

集
六
卷　

晉
の
安
復
令
呂
靜

撰（
（（
（

。」

　

以
上
の
記
述
よ
り
、
兩
書
は
五
♫
を
基
準
と
し
て
漢
字
を
分
類
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
さ
ら
に
、『
聲
類
』
が
宮
商
角
徵
羽
の
五
♫
で
分
卷
し
て
い
た
こ
と
、

『

集
』
が
李
登
に
倣
っ
て
全
て
の
字（
（（
（

を
收
錄
配
列
し
て
い
た
こ
と
、
隋
代
に
は

こ
れ
ら
の

書
を
用
い
て
詩
賦
を
作
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　

四
．
二　

五
音
を
め
ぐ
る
諸
說
の
問
題
點

　

五
♫
に
關
す
る
從
來
の
硏
究
は
、
五
♫
が
聲
調
・
聲
母
・

母
の
う
ち
い
ず
れ

を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
焦
點
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
以
下

で
は
諸
說
の
問
題
點
を
指

す
る
に
留
め
る
。

　

ま
ず
、
五
♫
を
聲
調
と
す
る
說
が
あ
る（
（（
（

。
隋
唐
代
の
學
者
が
五
♫
を
聲
調
に
比

定
す
る
こ
と（
（（
（

を
そ
の
根
據
と
す
る
。
こ
の
說
の
最
も
大
き
な
問
題
點
は
、
永
朙
年

閒
（
四
八
三—

四
九
三
）
に
周
顒
・
沈
約
ら
が
四
聲
を
「
發
見
」
す
る
以
歬
に
聲

調
と
い
う
槪
念
を
中
國
人
が
體
系
的
に
認

し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
沈
約
に
よ
っ
て
聲
調
が
「
發
見
」
さ
れ
た
事
は
、『
梁
書
』「
沈
約
傳
」
の
「

た
四
聲
譜
を
撰
す
。
以
爲
ら
く
在
昔
の
詞
人
の
千
載
を
累
ね
て
寤
ら
ざ
る
を
、
獨

り
胸
衿
に
得
て
其
の
妙
旨
を
窮
む
る
と
。
自
ら
入
神
の
作
と
謂
ふ（
（（
（

。」
と
い
う
記

述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
魏
晉
時
代
の
押

狀
況
か
ら
、
沈
約
以
歬
に
も
聲

調
に
關
す
る
一
定
の
認

が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
が（
（（
（

、
四
聲
の
「
聲
」
が

梵
語
の
「
聲
朙
論
」
の
「
三
聲
」
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と（
（（
（

、
沈
約
の
後

に
四
聲
論
が
大
い
に

行
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
記
述
は
、
沈
約

ら
が
聲
調
を
體
系
的
に
認

し
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

五
♫
が
聲
調
を
表
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
次
の
よ
う
な
㊮
料
か
ら
も
確
認
で
き

る
。
劉
善
經
『
四
聲
指
歸
』
に
は
、
四
聲
の
「
發
見
」
以
後
に
博
學
で
知
ら
れ
る

梁
主
蕭
衍
が
四
聲
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
こ
れ
と
同

の
記
述
は
諸
書
に
散
見
す
る（
（（
（

。
魏
代
に
お
い
て
既
に
聲
調
が
體
系
的
に
認

さ
れ

て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
二
百
五
十
年
後
の
南
朝
末
に
至
っ
て
な
お
沈
約
が
四
聲

を
「
發
見
」
し
、
そ
の
後
も
四
聲
を
理
解
し
得
な
い
文
人
が
多
く
存
在
し
た
と
す

る
の
は
非
常
に
不
自
然
で
あ
る
。

　

次
に
、
五
♫
を
聲
母
の
調
♫

位
と
す
る
說
が
あ
る（
（（
（

。
後
漢
・
劉
煕
『
釋
名
』

に
調
♫

位
に
關
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と（
（（
（

を
そ
の
根
據
と
す
る
が
、『
釋
名
』
の

記
述
を
も
と
に
直
ち
に
五
♫
が
聲
母
の
調
♫

位
を
表
す
名
稱
で
あ
っ
た
と
す
る

說
に
は
贊
成
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
宮
商
角
徵
羽
の
五
字
そ
れ
ぞ
れ
の
聲
母
は

五
種
の
調
♫

位
（
唇
牙
舌
齒
喉
）
に
分
類
で
き
る
も
の
で
は
な
く（
（（
（

、
調
♫

位

を
五
つ
に
分
類
す
る
の
は
、
梵
文
の
五
毗
聲
に
對
應
さ
せ
る
爲
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
五
♫
を

と
す
る
說（
（（
（

が
あ
る
。
五
♫

說
の
う
ち
、
そ
の
論
據
を

朙
示
す
る
の
は
以
下
の
三
氏
で
あ
る
。
ま
ず
賴
惟
勤
［
一
九
七
四
］
は
、
五
♫
は

四
聲
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、『
切

』
冐
頭
の

序
が
通
・
江
・
止
・
遇
攝
の



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

二
七

順
序
に
な
る
こ
と
、
ま
た
宮
商
角
徵
羽
そ
れ
ぞ
れ
の
字
の
漢
代
の
聲
訓
例
か
ら
、

五
♫
が
五
つ
の

を
も
指
し
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
黃
耀
［
一
九
八
二
］
は
、

漢
代
の
五
姓
法
が
主
母
♫
の
違
い
に
よ
り
分
類
し
た
の
と
同
じ
く
、
李
登
ら
も
五

つ
の

に
據
っ
て
漢
字
を
分
類
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
し
か
し
、

賴
［
一
九
七
四
］・
黃
［
一
九
八
二
］
の
よ
う
に
、
李
登
ら
の

書
で
五
つ
の
粗
い

分
類
が
な
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
當
然
『
切

』
に
そ
の
痕
跡
が
殘
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う（
（（
（

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
解
釋
を
試
み
た
も
の

に
鄭
張
尙
芳
［
二
〇
一
一
］
が
あ
る
。
鄭
張
［
二
〇
一
一
］
は
、
遇
攝
ま
で
の
諸
攝

が
宮
角
徵
羽
の
字
♫
の
順
番
に
竝
ぶ
こ
と
、
ま
た
梵
語
の
摩
多
でa

が
末
に
置

か
れ
る
こ
と（
（（
（

か
ら
、『
切

』

目
は
次
の
表
の
如
く
五
♫
と
對
應
す
る
と
し
、

李
登
ら
の
用
い
た
五
♫
と
は
五
つ
の
粗
い

で
あ
る
と
す
る
。

　

鄭
張
は
、
咸
攝
か
ら
蟹
攝
に
向
か
っ
て
の
『
切

』

序
が
宮
・
商
・
角
・
徵

の
順
に
對
應
す
る
と
し
、『
切

』
の

序
は
五
♫
の
影
响
を
受
け
た
も
の
で
、

李
登
ら
の
用
い
た
五
♫
と
は
五
つ
の

で
は
無
か
っ
た
か
と
い
う
。
假
に
、
表

七
の
如
く
五
♫
と
『
切

』

序
が
對
應
す
る
な
ら
ば
、『
切

』
に
五
♫
分
類

の
痕
跡
が
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
李
登
ら
の
書
で
五
つ
の
粗
い

分
類
が

な
さ
れ
て
い
た
證
據
と
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
想
定
は
具
體
例
か
ら
歸

納
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。
ま
た
、
こ
の
對
應
表
自
體
に

も
二
つ
の
問
題
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
蟹
攝
以
下
の

目
と
各
五
♫
と
の

對
應
に
そ
の
根
據
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
表
七
の

序
が

『
廣

』
の
も
の
で
あ
っ
て
、『
切

』

序
と
は

な
る
こ
と
で
あ
る
。

　

以
上
、本
節
で
は
先
行
硏
究
と
そ
の
問
題
點
に
つ
い
て
檢
討
を
進
め
て
き
た
が
、

五
♫
の
表
す
內
容
に
つ
い
て
は
、
未
だ
定
說
と
な
る
も
の
は
な
い
と
い
う
狀
況
に

あ
る
。

　　
　

四
．
三　

五
姓
法
の
五
音
と
李
登
ら
の
用
い
た
五
音
と
の
關
係

　

第
三

で
は
、『
切

』
に
代
表
さ
れ
る
中
古
♫
を
用
い
て
、
五
姓
法
に
お
け

る
姓
氏
の
五
♫
へ
の
配
當
基
準
を
分
析
し
た
。『
地
理
新
書
』・「
宅
經
圖
」
の
兩

書
と
も
に
、
中
古
以
降
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
♫
變
化（
（（
（

を
反
映
し
て
お
り
、
隋
代

以
降
の
五
姓
配
當
の
具
體
例
を
收
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
李
登
・
呂

靜
が
五
♫
を
用
い
て

書
を
編
纂
し
た
の
は
魏
晉
時
代
で
あ
り
、
兩
者
の
時
代
は

大
き
く
隔
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
時
代
が

な
る
こ
の
兩
者
の
關
連
性
に
つ
い

て
檢
討
を
加
え
る
。

　

い
ま
五
姓
法
の
五
♫
配
當
基
準
に
關
す
る
分
析
結
果
と
、
歬
節
表
七
の
對
應
表

と
を
比
較
す
る
と
、
そ
の
大

分
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
氣
付
く
。
そ
こ
で
、

鄭
張
說
の
第
一
の
問
題
點
、
蟹
攝
以
下
の

目
と
各
五
♫
と
の
對
應
關
係
に
つ
い

て
、
本
稿
の
分
析
結
果
を
用
い
て
解
釋
を
試
み
た
い
。
表
七
で
蟹
臻
山
攝
が
徵
に

對
應
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く

尾
の
高
さ
が
止
攝
に
近
似
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

表
三
で
は
蟹
臻
山
攝
の
姓
氏
は
全
1（（
例
の
う
ち
（（
例
が
徵
姓
へ
と
配
當
さ
れ
て
い

表
七　

鄭
張
尙
芳
［
二
〇
一
一
］
の
五
♫
と
『
切

』

目
と
の
對
應
表（
（（
（

『
切

』

目

十
六

攝

♫
價

五
♫

東
冬
鍾

江支
脂
之
微

魚
虞

通江止遇

ung
ɤng
i�o

宮角徵羽

齊
佳
皆
灰
咍

眞
文
殷
元
魂
痕
／
寒
刪
山
先
仙

蕭
宵
肴
豪�

歌
蔴

陽
唐
／
庚
畊
淸
靑
／
蒸
登

尤
侯
幽

侵
覃
談
鹽
𣷹
咸
銜
凢

蟹臻
山

效果
假

宕
梗
曾

深
咸

e,�-i�
-nauaang
u-m

徵徵角商商宮宮
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第
六
十
四
集

二
八

る（
（（
（

。
效
攝
以
下
の
對
應
に
つ
い
て
は
既
に
第
二

で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
效

攝
が
角
に
對
應
す
る
の
は
、「
主
母
♫
＋/u/

」
と
い
う

母
を
持
つ
こ
と
が
江

攝
に
近
似
す
る
た
め
、
果
假
梗
曾
攝
が
商
に
對
應
す
る
の
は
、
♫
節
末
の
開
口
度

が
大
き
い
と
い
う
點
で
宕
攝
に
近
似
す
る
た
め
、

深
咸
攝
が
宮
に
對
應
す
る
の

は
唇
♫
性

尾
を
持
つ
と
い
う
點
で
通
攝
と
近
似
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
表
三
・

表
六
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
實
際
の
㊮
料
で
は
決
し
て
整
然
と
對
應
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
五
姓
法
の
五
♫
配
當
基
準
と
表
七
と
が
お
お
よ
そ
一
致
す
る
こ

と
か
ら
、
表
七
の
對
應
が
成
り
立
つ
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

殘
さ
れ
た
鄭
張
說
の
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
現
時
點
で
は
こ
れ
を

解
朙
す
る
手
段
を
持
た
な
い
。
諸
切

殘
卷
の

序
か
ら
、『
切

』
で
は
覃
談

は
歌
蔴

と
陽
唐

の
閒
に
、
蒸
登

は
鹽
𣷹

と
咸
銜

の
閒
に
位
置
す
る

と
想
定
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。『
切

』
の

序
と
五
♫
の
對
應
を
考
え
る
な
ら
ば
、
蟹

臻
山
攝
（
徵
）、效
攝
（
角
）、果
假
攝
（
商
）、覃
談

（
宮
）、宕
梗
攝
（
商
）、
攝
・

侵
鹽
𣷹

（
宮
）
蒸
登

（
商
）、
咸
銜
凢
（
宮
）
と
い
う
順
序
と
な
り
、
五
♫
の

順
序
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
鄭
張
は
こ
の
點
に
關
し
、『

』・『
七
♫
略
』
で
蒸
登

が
各
聲
調
末
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、『
切

』
編
纂
時
の
蒸
登

は
「-m

類

に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。
兩
漢
代
の
詩
文
に
蒸

字
と
侵
・
東
・

冬

字
が
押

す
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら（
（（
（

、
魏
晉
の
蒸
登

字
が/-m

/

に
近
い

尾
を
持
っ
て
い
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
た
と
え
そ
う
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、覃
談

の
位
置
に
關
し
て
は
さ
ら
な
る
說
朙
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
お
お
よ
そ
末
か
ら
蟹
攝
に
向
か
っ
て
唇
♫
性

尾
、/-ŋ/
尾
、

開
口
度
の
大
き
い
果
假
攝
、
舌
が/u/

に
向
か
っ
て
縮
ま
る

母
、
舌
位
の
高
い

尾
、
と
竝
ぶ
『
切

』
の

序
に
五
♫
を
對
應
さ
せ
る
の
は
、
一
槪
に
こ
じ
つ

け
と
も
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
切

』

序
と
五
♫
と
の
關
連
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
さ
ら
な
る
檢
討
が
必

要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
李
登
ら
が
用
い
た
五
♫
が
「
五
♫
の

」
と
「
近
似

」

か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
す
一
つ
の
記
述
を
擧
げ
て
お
き
た

い
。
そ
れ
は
次
に
揭
げ
る
『
魏
書
』「
崔
光
傳
」
の
記
述
で
あ
る
。

　
「
光
、
太
和
中
に
、
宮
商
角
徵
羽
の
本
♫
に
依
り
て
五

の
詩
を
爲
り
、
以

て
李
彪
に
贈
る（
（（
（

。」

　

崔
光
は
北
魏
の
太
和
年
閒
（
四
七
七—

四
九
九
）
の
中
頃
に
詩
を
作
っ
た
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
沈
約
ら
が
四
聲
を
發
見
し
た
の
と
お
お
よ
そ
同
じ
時
朞
の
五
♫
に

關
す
る
記
述
で
あ
る
。
從
來
、
こ
の
「
宮
商
角
徵
羽
の
本
♫
」
が
何
を
指
し
た
も

の
か
不
朙
と
さ
れ
て
き
た（
（（
（

。
し
か
し
本
稿
の
檢
討
結
果
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
こ
の

「
宮
商
角
徵
羽
の
本
♫
」
と
は
、
隋
唐
の
五
姓
法
に
用
い
ら
れ
た
の
と
同
じ
「
五
♫
の

」を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
宮
商
角
徵
羽
の
本

♫
」
と
は
「
五
♫
の

」
を
指
し
、
こ
の
「
本
♫
」
に
對
應
す
る
で
あ
ろ
う
「
非

本
♫
」
と
は
「
近
似

」
を
指
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

四
．
四　

李
登
・
呂
靜
ら
の

書
の
體
例

　

書
と
は
、
詩
文
の
制
作
に
あ
た
り

字
を
檢
索
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作

ら
れ
た
書
の
こ
と
で
あ
る
。五
♫
が
粗
い

分
類
を
指
し
た
も
の
だ
と
し
た
場
合
、

李
登
ら
の

書
は
ど
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
最
後
に
、
筆

者
の
想
定
す
る
李
登
ら
の

書
の
體
例
に
つ
い
て
簡
單
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

李
登
・
呂
靜
ら
の

書
の
體
裁
を
知
る
手
が
か
り
は
、「
王
二
」
の

目
小
㊟

と
、『
顏
氏
家
訓
』
な
ど
に
殘
る
佚
文
、
ま
た
李
季
節
『
♫
譜
決
疑
』、『
封
氏
聞

見
記
』、『
隋
書
』「
潘
徽
傳
」
に
殘
る
記
載
で
あ
る
。
ま
ず
、「
王
二
」
の

目
小

㊟
と
『
顏
氏
家
訓
』「
♫
辭
篇
」
の
記
述
か
ら
、
呂
靜
『

集
』
が
相
當
精
密
な

分

を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（
（（
（

。
ま
た
、
玄
應
『
一
切
經
♫
義
』
等
に
殘
る
佚

文
か
ら
は
、
後
世
の

書
と
同
じ
く
反
切
と
義
㊟
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

二
九

分
か
る（
（（
（

。
し
か
し
、
先
に
引
用
し
た
『
封
氏
聞
見
記
』
が
『
聲
類
』『

集
』
を

「
文
字
」
に
收
め
、「
諸

（

首
）
を
立
て
ず
」
と
し
て

書
と
扱
っ
て
い
な
い

こ
と（
（（
（

、
李
季
節
『
♫
譜
決
疑
』
が
呂
靜
『

集
』
の
分
類
に
正
確
な
基
準
が
な
い

と
述
べ
る
こ
と（
（（
（

、『
隋
書
』「
潘
徽
傳
」
が
詩
賦
に
用
い
難
し（
（（
（

と
記
す
こ
と
か
ら
、

詩
賦
の
制
作
に
用
い
ら
れ
な
が
ら
も
、
後
世
の

書
と
は
體
例
が

な
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
て
、
分
類
に
正
確
な
基
準
が
な
い
こ
と
は
、
五
♫
が

母
の
近
似
に
よ
る

攝
で
あ
る
と
す
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。『
♫
譜
決
疑
』・「
潘
徽
傳
」の
記
載
は
、

宮
商
角
徵
羽
の
各
卷
の
內

で
は
何
ら
か
の
形
で
分

が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
五

♫
の
分
類
の
み
で
は
押

の
參
考
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う（
（（
（

。
ま
た
、
後
世
の

書
と

な
る
體
例
と
は
、
分
卷
の
基

準
が
聲
調
で
は
な
く

攝
で
あ
っ
た
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
最
も
大
き
な
分
類
が

聲
調
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
、『
封
氏
聞
見
記
』
は
兩
書
を
「
文
字
」
に
收
め
た

の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
『
地
理
新
書
』「
五
姓
所
屬
」
及
び
「
宅
經
圖
」
の
分
析
か
ら
、
五

姓
法
の
五
♫
が
「
五
♫
の

」
と
「
近
似

」
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
朙
ら
か

に
し
た
。
さ
ら
に
、『
切

』

目
順
に
五
姓
法
の
五
♫
分
類
と
同
じ
分
類
が
行

わ
れ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
李
登
ら
の
用
い
た
五
♫
も
五
姓
法
の
五
♫

と
同
じ
槪
念
で
は
な
か
っ
た
か
と
指

し
た
。『
切

』
以
歬
に
、
こ
の
よ
う
な

後
世
の
「

攝
」
に
近
い
槪
念
を
用
い
た
分
類
法
が
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

梵
語
♫

學
を
中
國
化
し
た
と
さ
れ
る（
（（
（

『
廣

』
附
載
「
辨
十
四
聲
例
法
」
等
に

も
五
♫
分
類
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
唐
代
以
歬
の
♫

學
と
五
♫

分
類
と
の
關
連
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
檢
討
課
題
と
し
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
二
〇
一
一
年
十
月
八
日
に
九
州
大
學
で
開
か
れ
た
日
本
中
國
學

會
第
六
三
回
大
會
に
お
け
る
口
頭
發
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
發
表
及
び
執
筆

に
際
し
て
貴
重
な
ご
敎
示
を
賜
っ
た
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

㊟　
（
1
）　

次
節
引
用
文
Ａ
。

（
2
）　
『
漢
書
』
卷
九
九
下
「
王

傳
」「
君
姓
李
、
李
♫
徵
、
徵
火
也
、
當
爲
漢
輔
。」

中
華
書
局
標
點
本
四
一
一
六
頁
。

（
（
）　

唐
代
に
五
姓
法
が

行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
舊
唐
書
』
卷
七
九
「
呂
才
傳
」、

宋
・
王

國
『
學
林
』
第
五
「
五
姓
」
な
ど
の
記
述
を
參
照
。

（
（
）　

晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
卷
十
四
「
五
♫
地
理
新
書
三
十
卷
。
右
唐
僧
一
行
撰
。

以
人
姓
五
♫
、
驗
八
山
、
三
十
八
將
吉
凶
之
方
。
其
學
今
世
不
行
。」、
孫
孟
校
證
『
郡

齋
讀
書
志
校
證
』
上
海
古
籍
出
版
社
一
九
九
〇
、六
一
五
−六
一
六
頁
。

（
5
）　

小
川
環
樹
［
一
九
五
一
］、
詹
鍈
［
一
九
六
二
］、
黃
耀

［
一
九
八
二
］、
尾
形

勇
［
一
九
八
四
］、
鄭
張
尙
芳
［
二
〇
一
一
］。

（
6
）　
『
論
衡
』
卷
二
五
「
詰
術
篇
」「
五
♫
之
家
、
用
口
調
姓
名
及
字
、
用
姓
定
其
名
、

用
名
正
其
字
、口
㊒
張
歙
、聲
㊒
外
內
、以
定
五
♫
宮
商
之
實
。」、黃
暉
『
論
衡
校
釋
』

中
華
書
局
一
九
九
〇
、一
〇
三
二
頁
。

（
（
）　

宋
・
沈
括
『
夢
溪
筆
談
』「
藝
文
二
」、「
至
於
所
分
五
♫
、
法
亦
不
一
、
…
五
行

家
則
以

類
淸
濁
參
配
、
今
五
姓
是
也
。」
上
海
書
店
出
版
社
二
〇
〇
九
、一
三
一
頁
。

（
（
）　
「
右
歬
五
姓
、
皆
依
五
♫

。」
法
國
國
家
圖
書
館
編
『
法
國
國
家
圖
書
館
藏
敦
煌

吐
魯
番
文
獻
』
第
二
六
卷
、
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
〇
二
、二
一
四
頁
。

（
（
）　
『
事
物
紀
源
』
卷
九
吉
凶
典
制

「
五
姓
」、「
蘇
氏
演
義
曰
、
五
♫
之
配
五
姓
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

三
〇

郭
璞
以
收
舌
之
♫
爲
宮
姓
。
以
至
齶
上
之
♫
爲
徵
姓
。
以
唇
♫
爲
羽
姓
。
以
舌
著
齒

外
之
♫
爲
商
姓
。
以
胸
中
之
♫
爲
角
姓
。」
叢
書
集
成
初
編
所
收
三
三
六
頁
。

（
10
）　
『
地
理
新
書
』
卷
一
「
五
姓
所
屬
」
①
「
以
其
繼
五
運
而
相
配
。」
②
「
平
聲
之
中
、

合
口
呼
者
爲
宮
♫
。
開
口
呼
者
爲
商
。
上
聲
屬
徵
、去
聲
屬
羽
。
入
聲
爲
角
。」③「
口

勢
隆
穹
者
爲
宮
♫
、
口
良
昌
者
爲
商
♫
、
口
撲
捉
者
爲
角
♫
、
舌
抵
齒
者
爲
徵
♫
、

口
僂

者
爲
羽
♫
。」
④
「
夫
五
♫
發
舌
、
舌
居
中
者
爲
宮
、
土
爲
在
中
也
。
♫
發

而
徵
下
者
爲
商
、
金
性
陰
沉
也
。
♫
發
而
起
曲
者
爲
角
、
木
性
曲
直
也
。
♫
發
而
舌

上
者
爲
徵
。
火
性
炎
上
也
。
♫
發
而
舌
下
勾
者
爲
羽
、
水
性
潤
下
也
。」、
以
上
『
續

修
四
庫
全
書
』
第
一
〇
五
四
册
所
收
、
十
二
頁
。
ま
た
、
こ
の
四
種
の
方
法
そ
れ
ぞ

れ
に
矛
盾
す
る
例
を
も
擧
げ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
省
略
し
た
。

（
11
）　

淸
濁
に
關
し
て
は
潘
悟
雲
［
一
九
八
三
］
な
ど
を
參
照
。

（
12
）　

王
洙
は
北
宋
・
仁
宗
朞
（
一
〇
二
二—

一
〇
六
三
）
の
人
で
、『
宋
史
』
卷

二
九
四
に
傳
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
宮
崎
順
子
［
二
〇
〇
三
］
に
據
れ
ば
、『
地
理

新
書
』
の
成
書
年
は
仁
宗
皇
帝
の
皇
祐
五
年
（
一
〇
五
三
）
で
、
現
在
見
る
こ
と
の

で
き
る
版
本
に
は
五
種
類
が
あ
る
と
い
う
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
『
續
修
四
庫
全
書
』

第
一
〇
五
四
册
所
收
の
北
京
大
學
所
藏
金
版
影
印
『
地
理
新
書
』
十
五
卷
本
を
用
い

た
。

（
1（
）　
『
舊
唐
書
』
卷
七
九
「
呂
才
傳
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
姓
氏
が

複
數
の
五
♫
に
配
當
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。「
五
姓
所
屬
」
で
は
こ
の
よ
う
な
姓

氏
が
11
例
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
重
複
し
て
數
え
た
。
表
三
、
表
四
・
五
・
六
も
同
じ
。

（
1（
）　
『
切

』

目
に
つ
い
て
は
上
田
正
［
一
九
七
五
］
に
依
っ
た
。

（
15
）　

例
え
ば
、
宕
攝
の
姓
氏
「
陽
」「
羊
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
姓
・
徵
姓
に
配
當
さ
れ
る
。

同
書
の
記
述
に
從
え
ば
、
こ
れ
は
五
帝
と
五
運
に
依
っ
た
も
の
で
、
陽
氏
は
黃
帝
の

別
族
の
後
裔
、
羊
氏
は
唐
叔
虞
の
後
裔
で
あ
る
た
め
に
宮
姓
と
徵
姓
に
配
當
さ
れ
る
。

（
16
）　

所
屬
姓
氏
數
が
５
例
に
滿
た
な
い

目
は
除
い
た
。

目
は
平
を
擧
げ
て
上
去
入

を

ね
し
め
る
。

（
1（
）　

唇
化
舌
根
♫

尾
に
つ
い
て
は
平
山
久
雄
［
一
九
九
八
］
を
參
照
。

（
1（
）　
「
唇
♫
性

尾
」
と
は
、
兩
唇
を
用
い
て
調
♫
さ
れ
る/-m

/

・/-p/

の
兩

尾
と
、

/-u/

・/-uŋ/

・/-uk/

の
計
五
種
の

尾
の
こ
と
で
あ
る
。

（
1（
）　

硬
口
蓋
化

尾
に
つ
い
て
は
平
山
久
雄
［
一
九
九
八
］
を
參
照
。

（
20
）　

南
北
朝
朞
の
詩
文
で
は
、
靑

字
は
梗
攝
他

と
は

な
る
押

狀
況
と
な
っ
て

い
る
。
周
祖

［
一
九
八
二
（
二
〇
〇
七
：
三
五
五
）］
を
參
照
。

（
21
）　

こ
の
よ
う
な
近
似
性
を
も
と
に
し
た
配
當
基
準
は
甚
だ
曖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
本

稿
で
行
っ
た
配
當
基
準
の
解
釋
は
一
つ
の
試
案
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
本
文
で
述
べ

た
と
お
り
、

・
效
攝
は
宮
姓
へ
の
配
當
基
準
と
角
姓
へ
の
配
當
基
準
を
と
も
に
滿

た
し
、
宮
姓
と
角
姓
の
い
ず
れ
に
配
當
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
「
五
♫

の

」
以
外
の

の
姓
氏
が
、

母
の
近
似
に
よ
っ
て
五
♫
に
配
當
さ
れ
た
こ
と
自

體
は
閒
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
考
え
る
。

（
22
）　
「［
黃
］
帝
推
五
姓
陰
陽
等
宅
經
圖
」（P.2615

）、「
宅
經
」（P.26（2V

0

）、「
葬
經
」

（P.（6（（

）、「
陰
陽
書
」（Д

x01（（6

＋Д
x01（0（

＋Д
x01（0（V

）
が
あ
る
。

陳
于
柱
［
二
〇
〇
七
：
一
二
四—

一
二
六
］
に
據
れ
ば
、P.2615

の
書
寫
年
代
は
唐

の
呂
才
以
後
か
ら
九
〇
八
年
頃
、P.26（2V

0

、p.（6（（

の
書
寫
年
代
は
唐
末
と
さ
れ
、

�

黃
正
建
［
二
〇
〇
一
：
七
九
］
に
よ
れ
ばД

x01（（6

＋Д
x01（0（

＋Д
x01（0（V

は
唐
代
に
撰
述
、
書
寫
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

（
2（
）　

燭

の
「
燭
・
玉
・
曲
・
續
」
の
４
姓
氏
が
角
姓
に
配
當
さ
れ
る
。「
宮
」
字
の

母
は/ʌ

wŋ /

、「
角
」
字
の

母
は/a

wk/

、
燭

の

母
は/iɑ

wk/

で
、

尾

の
一
致
が
優
先
さ
れ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
「
曲
」
氏
は
ま
た
宮
姓
に
も
配

當
さ
れ
る
。

（
2（
）　

　

と
こ
れ
に
相
配
す
る
上
去
聲
の

の
五
つ
の
姓
氏
、「
屠
・
杜
・
扈
・
度
・
路
」

が
商
姓
に
配
當
さ
れ
る
。「
度
」
字
は
商
姓
に
二
度
現
れ
る
た
め
六
例
と
計
上
し
て

い
る
。
ま
た
「
扈
」
字
は
羽
姓
に
も
配
當
さ
れ
る
。

（
25
）　
『
魏
書
』
卷
九
一
「
江
式
傳
」「
忱
弟
靜
、
別
放
故
左
校
令
李
登
聲
類
之
法
、
作



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

三
一

集
五
卷
。
宮
商
角
徵
羽
各
爲
一
篇
。」
中
華
書
局
標
點
本
一
九
六
三
頁
。

（
26
）　
『
隋
書
』
卷
七
六
「
潘
徽
傳
」
所
載
『

纂
』
序
、「
末
㊒
李
登
聲
類
、
呂
靜

集
、

始

淸
濁
、
纔
分
宮
羽
。
而
全
無
引
據
、
過
傷
淺
局
、
詩
賦
所
須
、
卒
難
爲
用
。」

中
華
書
局
標
點
本
一
七
四
五
頁
。

（
2（
）　
「
魏
時
㊒
李
登
者
、
撰
聲
類
十
卷
、
凢
一
萬
一
千
五
百
二
十
字
、
以
五
聲
命
字
、

不
立
諸

。」
趙
貞
信
校
㊟
『
封
氏
聞
見
記
校
㊟
』
中
華
書
局
二
〇
〇
五
、七
頁
。

（
2（
）　
『
隋
書
』
卷
三
二
「
藝
文
志
」、「
聲
類
十
卷
魏
左
校
令
李
登
撰
。」「

集
六
卷
晉

安
復
令
呂
靜
撰
。」
中
華
書
局
標
點
本
九
四
四
頁
。
な
お
『

集
』
の
卷
數
に
つ
い
て
、

『
舊
唐
書
』「
經
籍
志
」、『
新
唐
書
』「
藝
文
志
」、『
日
本
國
見
在
書
目
錄
』
な
ど
は

全
て
五
卷
と
す
る
。
五
聲
に
據
っ
て
分
卷
し
た
の
で
あ
る
か
ら
五
卷
と
す
る
の
が
妥

當
で
あ
り
、
六
卷
と
す
る
「
隋
志
」
の
記
述
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
2（
）　
『
封
氏
聞
見
記
』
に
「
一
萬
一
千
五
百
二
十
字
」
を
分
類
し
た
と
い
う
。『
周
易
』

「
繫
辭
傳
上
」
に
「
二
篇
の
策
萬
㊒
一
千
五
百
二
十
、
萬
物
の
數
に
當
る
な
り
」（
阮

元
校
勘
『
十
三
經
㊟
疏
』
所
收
『
周
易
㊟
疏
』
藝
文
印
書
館
二
十
三
頁
）
と
い
い
、

こ
の
數
字
は
萬
物
の
數
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（0
）　

五
♫
聲
調
說
は
、
五
♫
を
四
聲
の
別
稱
と
す
る
說
、
五
聲
調
で
あ
る
と
す
る
說
の

二
種
に
分
け
ら
れ
る
。
歬
者
に
は
淸
・
陳
澧
『
切

考
』、
賴
惟
勤
［
一
九
七
四
］、

龍
宇
純
［
一
九
八
一
］
な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
は
王
國
維
「
五
聲
說
」、
陸
志
韋

［
一
九
四
七
］、
何
九
盈
［
二
〇
〇
六
］
が
あ
る
。

（
（1
）　
『
文

祕
府
論
』天
卷「
四
聲
論
」所
引
李
季
節『
♫
譜
決
疑
』、「
竊
謂
宮
商
徵
羽
角
、

四
聲
也
。
羽
、
讀
如
括
羽
之
羽
。」（
廬
盛
江
［
二
〇
〇
六
：
三
一
七
］）、
同
書
天

卷
「
調
聲
」
所
引
唐
・
元
兢
『
詩
髓
腦
』「
聲
㊒
五
聲
、
角
徵
宮
商
羽
也
。
分
於
文

字
四
聲
、
平
上
去
入
也
。
宮
商
爲
平
聲
、
徵
爲
上
聲
、
羽
爲
去
聲
、
角
爲
入
聲
。」（
廬

盛
江
［
二
〇
〇
六
：
一
五
六
］）、
宋
・
王
應
麟
『
玉
海
』
卷
七
「
律
歷
」「
唐
七
♫
」

所
引
徐
景
安
『
樂
書
』「
凢
宮
爲
上
平
聲
、
商
爲
下
平
聲
、
角
爲
入
聲
、
徵
爲
上
聲
、

羽
爲
去
聲
。」（
臺
灣
華
文
書
局
一
九
六
四
、一
六
五
頁
）。
ま
た
唐
・
段
安
節
『
樂
府

雜
錄
』「
別
樂

五
♫
輪
二
十
八
調
圖
」
は
宮
を
去
、
商
を
入
、
角
を
上
、
徵
を
上
平
、

羽
を
下
平
と
す
る
（
叢
書
集
成
初
編
、
四
〇—

四
三
頁
）。

（
（2
）　
『
梁
書
』
卷
十
三
「
沈
約
傳
」「

撰
四
聲
譜
。
以
爲
在
昔
詞
人
累
千
載
而
不
寤
、

而
獨
得
胸
衿
窮
其
妙
旨
、
自
謂
入
神
之
作
。」
中
華
書
局
二
四
三
頁
。

（
（（
）　

丁
邦
新
［
一
九
七
五
：
二
二
八—

二
二
九
］
を
參
照
。

（
（（
）　

陳
寅
恪
［
一
九
三
四
］
を
參
照
。

（
（5
）　
『
文

祕
府
論
』
天
卷
「
四
聲
論
」、「
經
數
聞
江
表
人
士
說
、梁
主
蕭
衍
不
知
四
聲
、

嘗
從
容
謂
中
領
軍
朱

曰
、
何
者
名
爲
四
聲
。

答
云
、
天
子
萬
福
、

是
四
聲
。

衍
謂

、
天
子
壽
考
、
豈
不
是
四
聲
也
。
以
蕭
主
之
博
洽
通

、
而

不
能
辨
之
。」

（
廬
盛
江
［
二
〇
〇
六
：
二
九
八
］）。
ま
た
「
四
聲
論
」
と
ほ
ぼ
同
內
容
の
記
述
が
『
梁

書
』・『
南
史
』「
沈
約
傳
」（『
梁
書
』
卷
十
三
、中
華
書
局
標
點
本
二
四
三
頁
、『
南
史
』

卷
五
七
、
中
華
書
局
標
點
本
一
四
一
四
頁
）
に
、
蕭
衍
と
同
じ
く
四
聲
を
解
さ
な
か

っ
た
文
人
と
し
て
、
梁
・
鍾
嶸
（
曹
旭
『
詩
品
箋
㊟
』「
下
品
」
序
、
人
民
文
學
出

版
社
二
〇
〇
九
、二
〇
八
頁
）、『
四
聲
指
歸
』
に
擧
げ
る
魏
の
定
州
刺
史
甄
思
伯
ら

が
擧
げ
ら
れ
る
（
廬
盛
江
［
二
〇
〇
六
：
二
八
五
］）。

（
（6
）　

殷
正
林
［
一
九
八
三
］
等
。

（
（（
）　

漢
・
劉
煕
『
釋
名
』
卷
一
「
釋
天
」、「
天　

豫
司
兗
冀
、
以
舌
腹
言
之
。
…
靑
徐

以
舌
頭
言
之
。」、
ま
た
同
卷
「
釋
天
」、「
風　

兗
豫
司
冀
、
橫
口
合
唇
言
之
。
…
靑

徐
言
風
邪
踧
口
開
唇
推
氣
言
之
。」（
淸
・
王
先
謙
『
釋
名
疏
證
補
』
國
學
基
本
叢
書
、

十
九
・
二
四
頁
）。

（
（（
）　
「
商
」
字
は
中
古
♫
で
は
書
母
（
齒
♫
）、「
角
」
字
は
見
母
（
牙
♫
）、「
徵
」
字

は
知
母
（
舌
♫
）
で
あ
る
が
、「
宮
」・「
羽
」
は
そ
れ
ぞ
れ
見
母
（
牙
♫
）、
云
母
（
喉

♫
）
で
、
調
♫

位
と
し
て
の
五
♫
に
は
對
應
し
な
い
。

（
（（
）　

鄒
漢
勛
『
五

論
』
下
卷
（
光
諸
九
年
刊
本
十
六
葉
裏
）、
小
川
環
樹
［
一
九
五
一

（
一
九
七
七
：
五
二—

五
三
）、
唐
蘭
［
一
九
六
一
］、
王
力
［
一
九
六
二
（
二
〇
〇
六
：

五
三
）］、
賴
惟
勤
［
一
九
七
四
］、
黃
耀

［
一
九
八
二
］、
鄭
張
尙
芳
［
二
〇
一
一
］



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
四
集

三
二

な
ど
。

（
（0
）　
『
切

』
序
に
は
、『
切

』
編
纂
に
際
し
て
先
行
す
る
五
家
の

書
、
呂
靜
『

集
』・
夏
侯
詠
『

略
』・
陽
休
之
『

略
』・
李
季
節
『
♫
譜
』・
杜
臺
卿
『

略
』

を
用
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
も
し
呂
靜
の
書
で
「
五
つ
の
粗
い

分
類
」
が
な

さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、『
切

』
に
そ
の
分
類
の
痕
跡
が
殘
さ
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。

（
（1
）　

一
般
に
４
つ
の

♫
母
♫
を
除
い
た
12
の
摩
多
で
は
、a

で
は
な
くa

が
末
に

配
置
さ
れ
る
。
鄭
張
［
二
〇
一
一
：
九
三
］
が
「
合
于
梵
文
把am

放
在
聲
勢
之
末

的
規
矩
。」
と
述
べ
る
根
據
は
不
朙
で
あ
る
。

（
（2
）　

♫
價
は
鄭
張
氏
の
原
文
に
從
っ
た
。
但
し
原
文
で
は
江
攝
の
♫
價
をO

ng

（o

の

張
唇
♫
）
と
表
記
し
て
お
り
、
い
ま
こ
れ
をɤng

と
改
め
た
。

（
（（
）　

舌
根
♫

尾
の
硬
口
蓋
化
に
つ
い
て
は
平
山
［
一
九
九
八
］
を
參
照
。

（
（（
）　

蟹
臻
山
攝
の
1（（
姓
氏
中
、
宮
姓
（2
・
商
姓
5（
・
角
姓
1（
・
徵
姓
（（
・
羽
姓
16
例
。

（
（5
）　

上
田
正
［
一
九
七
五
］。

（
（6
）　

羅
常

・
周
祖

［
一
九
八
二
（
二
〇
〇
七
：
一
七
四—

一
七
五
）］。

（
（（
）　
『
魏
書
』
卷
六
七
「
崔
光
傳
」「
光
太
和
中
、
依
宮
商
角
徵
羽
本
♫
而
爲
五

詩
、

以
贈
李
彪
。」
中
華
書
局
標
點
本
一
四
九
九
頁
。

（
（（
）　

例
え
ば
黃
耀

［
一
九
八
二
（
二
〇
〇
四
：
十
）］
な
ど
。

（
（（
）　
『
顏
氏
家
訓
』「
♫
辭
」「

集
以
成
仍
、・
宏
登
合
成
兩

、
爲
、
奇
、
益
、
石
分

作
四

」（
王
利
器
撰
『
顏
氏
家
訓
集
解
』
中
華
書
局
、
五
四
五
頁
）。

目
下
㊟
に

つ
い
て
は
周
祖

［
一
九
六
三
（
二
〇
〇
四
：
四
四
五
）］
に
列
擧
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
50
）　

林
平
和
［
一
九
七
六
］
の
第
二

に
『

集
』
の
佚
文
一
四
三
條
が
集
め
ら
れ
て

い
る
。

（
51
）　

第
四

第
一
節
引
用
文
Ｃ
。
龍
宇
純
［
一
九
八
一
］、
殷
正
林
［
一
九
八
三
］
等

を
參
照
。
同
書
「
文
字
」
に
收
め
ら
れ
る
『
字
林
』
の
項
目
で
「
諸

」
が
「

首
」

の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、『
聲
類
』
に
關
す
る
記
載
も
「

首
」
に
つ
い
て
言

っ
た
も
の
と
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
52
）　

劉
善
經
「
四
聲
論
」
所
引
李
季
節
『
♫
譜
決
疑
』、「
呂
靜
之
撰

集
、分
取
無
方
。」

（
廬
盛
江
［
二
〇
〇
六
：
三
一
七
］）。

（
5（
）　

第
四

第
一
節
引
用
文
Ｂ
。

（
5（
）　

例
え
ば
、
羅
常

・
周
祖

［
一
九
八
二
（
二
〇
〇
七
：
二
二
五
）］
に
よ
れ
ば
、

五
♫
分
類
で
同
じ
く
角
に
收
め
ら
れ
る
江
攝
字
と
效
攝
字
が
兩
漢
代
で
押

す
る
例

は
一
例
の
み
し
か
見
ら
れ
な
い（
中
古
入
聲
覺
「
較
」字
・
中
古
上
聲
晧
「
倒
」字
）。

（
55
）　

鄭
張
尙
芳
［
二
〇
一
一
］。

〈
參
考

獻
〉

上
田
正
［
一
九
七
五
］『
切

諸
本
反
切
總
覽
』
均
社
。

尾
形
勈
［
一
九
八
四
］「「
吹
律
定
姓
」
初
探　

中
國
古
代
姓
氏
制
に
關
す
る
一
考
察�

」『
西

嶋
定
生
博
士
還
曆
記
念
論
叢
』
山
川
出
版
社
。�

小
川
環
樹
［
一
九
五
一
］「
反
切
の
起
原
と
四
聲
及
び
五
♫
」『
中
國
語
學
硏
究
』
創
文
社

一
九
七
七
所
收
。

平
山
久
雄
［
一
九
九
八
］「
隋
唐
♫
系
里
的
唇
化
舌
根
♫

尾
和
硬
顎
♫

尾
」『
語
言
學

論
叢
』
二
十
。

平
山
久
雄
［
二
〇
〇
六
］「
上
古
漢
語
の
♫
素
體
系
」『
開
篇
』
二
五
。

宮
崎
順
子
［
二
〇
〇
三
］「
宋
代
の
風
水
思
想　

―

『
地
理
新
書
』
を
中
心
に―

」『
關
西

大
學
中
國
文
學
會
紀
要
』
二
四
。

賴
惟
勤
［
一
九
七
四
］「
聲
調
名
と
し
て
の
五
♫
」『
中
哲
文
學
會
報
』
一
。

殷
正
林
［
一
九
八
三
］「
李
登
《
聲
類
》
性
質
管
窺
」『
辭
書
硏
究
』
一
九
八
三
年
第
六
朞
。

淸
・
王
國
維
「
五
聲
說
」『

堂
集
林
』
卷
八
所
收
、
中
華
書
局
二
〇
〇
六
。

王
力
［
一
九
六
二
］『
中
國
語
言
學
史
』
復
旦
大
學
出
版
社
二
〇
〇
六
。

何
九
盈
［
二
〇
〇
六
］『
中
國
古
代
語
言
學
史
（
新
增
訂
本
）』
北
京
大
學
出
版
社
。



李
登
・
呂
靜
の
用
い
た
五
♫
に
つ
い
て

三
三

黃
正
建
［
二
〇
〇
一
］『
敦
煌
占
卜
文
書
與
唐
五
代
占
卜
硏
究
』
學
苑
出
版
社
。

黃
耀

［
一
九
八
二
］「
試
釋
神
珙
《
九
弄
圖
》
的
〝
五
♫
〟」『
均
社
論
叢
』
十
一
。『
黃

耀

語
言
學
論
文
集
』
鳳
凰
出
版
社
二
〇
〇
四
所
收
。

周
祖
［
一
九
六
三
］「
切

的
性
質
和
它
的
♫
系
基
礎
」『
語
言
學
論
叢
』
五
、周
祖
『
問

學
集
』
中
華
書
局
二
〇
〇
四
所
收
。

周
祖

［
一
九
八
二
］「
齊
梁
陳
隋
時
朞
詩
文
　

硏
究
」『
語
言
硏
究
』
一
九
八
二
年
第

一
朞
、
羅
常

・
周
祖

『
漢
魏
晉
南
北
朝
　

演
變
硏
究　

第
一
分
册
』
中
華

書
局
二
〇
〇
七
所
收
。

詹
鍈［
一
九
六
二
］「
四
聲
五
♫
及
其
在
漢
魏
六
朝
文
學
中
之
應
用
」『
中
華
文
史
論
叢
』三
。

陳
寅
恪
［
一
九
三
四
］「
四
聲
三
問
」『
淸
華
大
學
學
報
（
自
然
科
學
版
）』
一
九
三
四
年

第
二
朞
。

陳
于
柱
［
二
〇
〇
七
］『
敦
煌
寫
本
宅
經
校
錄
硏
究
』
民
族
出
版
社
。

鄭
張
尙
芳［
二
〇
一
一
］「《
辯
十
四
聲
例
法
》及
〝
五
♫
〟
試
解
」『
語
言
硏
究
』三
一
︱
一
。

丁
邦
新
［
一
九
七
五
］『C

hinese�phonology�of�the�W
ei-C

hin�period�:�
reconstruction�of�the�finals�as�reflected�in�poetry

（
魏
晉
♫

硏
究
）』、

Special�Publications�N
o.�65,�Taipei:�Institute�of�H

istory�and�
Philology,�Academ

ia�Sinica.

唐
蘭
［
一
九
六
一
］「
王
仁
呴
刊
謬
補
缼
切

跋
」、
龍
宇
純
『
唐
寫
本
全
本
王
仁
呴
刊
謬

補
缼
切

校
箋
』
香
港
中
文
大
學
一
九
六
八
所
收
。

潘
悟
雲
［
一
九
八
三
］「〝
軽
淸
、
重
濁
〟
釋
」『
社
會
科
學
戰
線
』
一
九
八
三
年
第
二
朞
。

陸
志
韋
［
一
九
四
七
］『
古
♫
說
略
』
哈
佛
燕
京
學
社
。『
陸
志
韋
語
言
學
著
作
集
（
一
）』

中
華
書
局
一
九
八
五
所
收
。

龍
宇
純
［
一
九
八
一
］「
李
登
聲
類
考
」『
臺
靜
農
先
生
八
十
壽
慶
論
文
集
』
聯
經
出
版
事

業
公
司
。『
中
上
古
漢
語
♫

論
文
集
』
五
四
書
店
二
〇
〇
二
所
收
。

林
平
和
［
一
九
七
六
］『
呂
靜

集
硏
究
』
嘉
新
水
泥
公
司
。

廬
盛
江
［
二
〇
〇
六
］『
文

祕
府
論
彙
校
彙
考　

附
文
筆
眼
心
抄
』
中
華
書
局
。


